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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　土木工事で使用する材料の運搬履歴を管理するためのシステムであって、
　前記材料を運搬する運搬車両の位置情報を取得する運搬車両位置情報取得手段と、
　前記材料を運搬車両に積み込む際に、少なくとも、積み込み位置及び積み込み時刻と、
運搬車両を識別するための車両識別情報とを含む積み込み情報を取得する積み込み情報取
得手段と、
　前記取得した積み込み情報を送信する積み込み情報送信手段と、
　前記材料を運搬車両から荷下ろしする際に、少なくとも、荷下ろし位置及び荷下ろし時
刻と、運搬車両を識別するための車両識別情報とを含む荷下ろし情報を取得する荷下ろし
情報取得手段と、
　前記取得した荷下ろし情報を送信する荷下ろし情報送信手段と、
　前記積み込み情報及び荷下ろし情報を受信する情報受信手段と、
　前記受信した積み込み情報及び荷下ろし情報に基づき、前記材料の運搬履歴を管理する
運搬履歴管理手段と、
　前記材料の積み込み区域の位置情報を記憶する積み込み区域情報記憶手段と、
　前記材料の荷下ろし区域の位置情報を記憶する荷下ろし区域情報記憶手段と、
　前記運搬車両が、前記記憶した積み込み区域内から積み込み区域外へ進出する際、また
は荷下ろし区域外から荷下ろし区域内へ進入する際に、その旨を報知する進出・進入報知
手段と、
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　前記記憶した積み込み区域の位置情報に基づき、荷下ろしされた材料の積み込み区域が
、管理下にある自工区であるか、管理下にない他工区であるかを判断する自他工区判断手
段と、
　前記荷下ろしされた材料が他工区で積み込まれたものであると判断した場合に、その旨
を報知する他工区材料報知手段と、
を備えたことを特徴とする土木工事における材料運搬履歴管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、土木工事における材料運搬管理システムに関するものであり、詳しくは、土
木工事において使用する土質材料や骨材等の運搬履歴を把握することができるようにした
システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　土木工事では、採取地から採取した土質材料や骨材等をダンプトラックに積み込み、施
工場所や仮置き場に搬送する。また、仮置き場に仮置きされた質材料や骨材等をダンプト
ラックに積み込み、施工場所や他の仮置き場に搬送する場合もある。この際、施工に使用
される土質材料や骨材等が、どの採取地や仮置き場から搬送されてきたものであるかは、
施工管理において重要な要素である。このため、土質材料や骨材等の搬送を管理するため
のシステムが種々提案されている（例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３参照）
。
【０００３】
　特許文献１に記載された技術は、生コンクリート（生コン）、アスファルト混合物、砂
利・土砂、砂等に識別情報を付して、施工履歴情報等を管理するようにしたものである。
具体的には、生コンを出荷する際に、生コンの識別番号、出荷伝票番号、出荷日時、運搬
車両番号、運転手などの出荷関連情報、セメント細骨材、粗骨材及び混和剤情報を含む材
料特性などの生コン品質関連情報、品質管理方法、製造方法、養生方法、天候、外気温、
内気温、材料温度、製造責任者、製造年月日、製造時間などの製造条件関連情報などを、
インターネット上のシステムウェブサーバーに入力する。そして、生コンの識別情報を付
した強化樹脂ＩＣタグを、通常出荷伝票と共に、運搬車両の運転手に渡す。施工現場では
、打設したコンクリートの表面付近にＩＣタグを埋め込むことにより、後日、履歴情報を
取得することができる。
【０００４】
　また、特許文献２及び特許文献３に記載された技術は、盛土作業における施工結果の帳
票作成及び管理を容易に行うことを目的とした盛土施工管理支援システムに関するもので
ある。この盛土施工管理支援システムは、施工管理サーバーの管理ブロック設定処理部及
び管理ブロックデータベースと現場事務所ＰＣにより、盛土作業の作業対象領域を、横断
方向、縦断方向から見て、盛土層、測点毎の情報が識別可能な複数のメッシュブロックに
分割して、３次元の管理ブロックを設定する。そして、施工管理サーバーのデータ受信・
格納処理部と積み込み情報ＤＢ及び荷受け情報データベースにより、盛土作業において施
工した盛土材料の種類情報と、この盛土材料の配置位置に関する位置情報とを含む盛土情
報を取得して格納する。また、施工管理サーバーのデータ出力処理部及び盛土材料データ
ベースと現場事務所ＰＣにより、盛土情報を管理ブロックに関連付けて出力するようにな
っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－２５８０７２号公報
【特許文献２】特開２００６－２９１４５３号公報
【特許文献３】特開２００６－２９１４５４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、土木工事においては、施工に使用される土質材料や骨材等が、どの採
取地や仮置き場から搬送されてきたものであるかを管理する必要があり、種々の先行技術
が存在する。
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載された技術は、ＩＣタグの使用を前提としたものであり、Ｉ
Ｃタグが損傷し、あるいは、ＩＣタグの埋め込み位置がわからずに、記憶した情報を読み
込むことができなかった場合には、施工管理を行うことができないおそれがある。
【０００８】
　また、特許文献２及び特許文献３に記載された技術は、３次元の管理ブロックを設定す
ることにより、詳細な施工管理を行うことができるが、入力する情報が多岐にわたるばか
りでなく、３次元の管理ブロックにより施工管理を行うため、簡易なシステムであるとは
言い難かった。
【０００９】
　本発明は、上述した事情に鑑み提案されたもので、簡易なシステムを用いて、土木工事
において使用する土質材料や骨材等の運搬履歴を把握することが可能な材料運搬履歴管理
システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の土木工事における材料運搬履歴管理システムは、上述した目的を達成するため
、以下の特徴点を有している。すなわち、本発明の土木工事における材料運搬履歴管理シ
ステムは、運搬車両の位置情報を取得する運搬車両位置情報取得手段と、土木工事で使用
する材料を運搬車両に積み込む際に、少なくとも、積み込み位置及び積み込み時刻と、運
搬車両を識別するための車両識別情報とを含む積み込み情報を取得する積み込み情報取得
手段と、取得した積み込み情報を送信する積み込み情報送信手段と、材料を運搬車両から
荷下ろしする際に、少なくとも、荷下ろし位置及び荷下ろし時刻と、運搬車両を識別する
ための車両識別情報とを含む荷下ろし情報を取得する荷下ろし情報取得手段と、取得した
荷下ろし情報を送信する荷下ろし情報送信手段と、積み込み情報及び荷下ろし情報を受信
する情報受信手段と、受信した積み込み情報及び荷下ろし情報に基づき、材料の運搬履歴
を管理する運搬履歴管理手段とを備えている。
【００１１】
　また、材料の積み込み区域の位置情報を記憶する積み込み区域情報記憶手段と、材料の
荷下ろし区域の位置情報を記憶する荷下ろし区域情報記憶手段と、運搬車両が、記憶した
積み込み区域内から積み込み区域外へ進出する際、または荷下ろし区域外から荷下ろし区
域内へ進入する際に、その旨を報知する進出・進入報知手段とを備えている。
【００１２】
　また、記憶した積み込み区域の位置情報に基づき、荷下ろしされた材料の積み込み区域
が管理下にある自工区であるか、管理下にない他工区であるかを判断する自他工区判断手
段と、荷下ろしされた材料が他工区で積み込まれたものであると判断した場合に、その旨
を報知する他工区材料報知手段とを備えている。なお、自工区とは、例えば、施工を行っ
ている土木会社等が管理している工区であり、他工区とは、施工を行っている土木会社等
が管理しておらず、他の土木会社等が管理している工区のことである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の土木工事における材料運搬履歴管理システムによれば、運搬車両の識別情報に
対して、積み込み位置及び積み込み時刻、及び荷下ろし位置及び荷下ろし時刻を紐付けし
て管理する。これにより、簡易なシステムでありながら、運搬車両が材料の積み込みを行
ってから荷下ろしするまでの材料運搬履歴を確実に管理することができる。
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【００１４】
　また、運搬車両が材料の積み込み区域から進出する際、あるいは運搬車両が材料の荷下
ろし区域に進入した際に、その旨の報知を行うことにより、運搬車両の運転手や管理者に
対して、積み込み情報や荷下ろし情報の送信をすべきタイミングを報知することができる
ので、材料運搬履歴をより一層確実に管理することができる。
【００１５】
　また、荷下ろしされた材料について、自工区から搬入されたものか、他工区から搬入さ
れたものかを区別して報知することにより、材料運搬履歴をより一層確実に管理すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る土木工事における材料運搬履歴管理システムの構成を示
すブロック図。
【図２】本発明の実施形態に係る土木工事における材料運搬履歴管理システムを示す概念
図。
【図３】本発明の実施形態に係る土木工事における材料運搬履歴管理システムの使用例（
実施例１）を示す説明図。
【図４】本発明の実施形態に係る土木工事における材料運搬履歴管理システムの使用例（
実施例２）を示す説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。図１～図４は本発明の実施形態
に係る土木工事における材料運搬履歴管理システム（以下、材料運搬履歴管理システムと
略記する）を説明するもので、図１は材料運搬履歴管理システムの構成を示すブロック図
、図２は材料運搬履歴管理システムを示す概念図、図３及び図４は材料運搬履歴管理シス
テムの使用例を示す説明図である。
【００１８】
　＜システム構成＞
　本発明の実施形態に係る材料運搬履歴管理システム１００は、図１に示すように、ダン
プトラック等の運搬車両の運転手が所持して操作する携帯情報端末１０と、この携帯情報
端末１０とデータ通信を行い、受信した各種のデータを用いて演算を行うことにより材料
の運搬履歴を管理する管理サーバー２０を主要な構成要素とする。携帯情報端末１０と管
理サーバー２０は、無線基地局３０及び専用通信回線やインターネット回線等のデータ通
信回線４０を介してデータの送受信を行うことができる。なお、携帯情報端末１０は、例
えばスマートフォンにより構成することができ、管理サーバー２０は、例えばコンピュー
タシステムにより構成することができる。
【００１９】
　なお、図示しないが、携帯情報端末１０及び管理サーバー２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ、データ記憶装置、入出力装置等のコンピュータ機能を備えており、ＲＡＭ等に記憶
されたプログラムがＣＰＵ等のハードウェアで実行されることにより、以下に説明する各
手段の機能が発揮される。
【００２０】
　この材料運搬履歴管理システム１００は、積み込み情報取得手段１１と、積み込み情報
送信手段１２と、荷下ろし情報取得手段１３と、荷下ろし情報送信手段１４と、運搬車両
位置情報取得手段１５と、情報受信手段２１と、運搬履歴管理手段２２とを基本的な構成
要素とする。また、これらの手段に加えて、積み込み区域情報記憶手段２３と、荷下ろし
区域情報記憶手段２４と、進出・進入報知手段１６とを備えることが可能である。さらに
、自他工区判断手段１７と、他工区材料報知手段１８とを備えていてもよい。
【００２１】
　本実施形態では、積み込み情報取得手段１１、積み込み情報送信手段１２、荷下ろし情



(5) JP 6348027 B2 2018.6.27

10

20

30

40

50

報取得手段１３、荷下ろし情報送信手段１４、運搬車両位置情報取得手段１５、進出・進
入報知手段１６、自他工区判断手段１７、他工区材料報知手段１８は、携帯情報端末１０
の機能として実現される。また、情報受信手段２１、運搬履歴管理手段２２、積み込み区
域情報記憶手段２３、荷下ろし区域情報記憶手段２４は、管理サーバー２０の機能として
実現される。なお、積み込み位置及び積み込み区域とは、土木工事に使用する材料の積み
込みを行う位置及び区域のことであり、材料の採取場や仮置き場がこれに相当する。また
、荷下ろし位置及び荷下ろし区域とは、土木工事に使用する材料の荷下ろしを行う位置及
び区域のことであり、材料の盛立場や、他の仮置き場がこれに相当する。
【００２２】
　以下の説明において、プログラムとは、ＲＡＭ等に記憶され、ＣＰＵ等のハードウェア
で実行されることにより、その機能を発揮するソフトウェアだけではなく、同等の機能を
発揮することが可能な論理回路も含む概念である。
【００２３】
　＜材料運搬履歴管理システムの概念及び各手段の機能＞
　本実施形態の材料運搬履歴管理システム１００は、図２に示すように、土質材料や骨材
の積み込み場所情報（位置情報、時刻情報）と、ダンプトラック等の運搬車両の車番（車
両識別ＩＤ）と、荷下ろし場所情報（位置情報、時刻情報）とを紐付けすることにより、
土木工事に使用する材料の運搬履歴を把握することが可能なシステムである。また、上述
した各データを紐付けすることにより、土木工事における、いわゆる３連伝票（運転手、
積み込み場、荷下ろし場で記入作成する伝票）を自動作成することが可能となる。
【００２４】
　＜積み込み情報取得手段＞
　積み込み情報取得手段１１は、土木工事で使用する材料を運搬車両に積み込む際に、少
なくとも、積み込み位置及び積み込み時刻と、運搬車両を識別するための車両識別情報と
を含む積み込み情報を取得するための電子機器及びプログラムからなる。
【００２５】
　積み込み位置とは、材料の採取場や仮置き場の位置のことであり、位置情報を取得する
方法には種々の方法がある。例えば、材料の採取場や仮置き場毎に、予め積み込み位置Ｉ
Ｄを付しておき、運搬車両の運転手等による積み込み位置ＩＤの入力に基づいて積み込み
位置情報を取得したり、積み込み現場のゲートに近接無線装置を設置し、携帯情報端末１
０との間で無線通信を行うことにより積み込み位置情報を自動取得したり、携帯情報端末
１０に内蔵したＧＰＳシステム等により積み込み位置情報を取得したりすることができる
。
【００２６】
　積み込み時刻とは、運搬車両に材料を積み込んだ時刻のことであり、例えば、携帯情報
端末１０の内部タイマー（時計）により積み込み時刻を取得することができる。一般的に
、携帯情報端末１０は、定期的にＮＴＰサーバーと通信して内部タイマーの同期を行って
いるため、正確な時刻を取得することができる。なお、材料を積み込んだ時刻とは、材料
の積み込みが完了した時刻とすることが好ましい。これにより、運搬履歴管理システムに
おいて統一して時刻管理を行うことができる。
【００２７】
　運搬車両の識別情報とは、各運搬車両に対して一意に設定した識別データ（車両ＩＤ）
のことであり、予め運搬車両に付帯した記憶手段に車両ＩＤを記憶しておき、運搬車両と
携帯情報端末１０との間で通信（有線通信または無線通信）を行って車両ＩＤを取得して
もよいし、各運搬車両に搭載する携帯情報端末１０を決めておき、予め携帯情報端末１０
に車両ＩＤを記憶させておいてもよい。
【００２８】
　＜積み込み情報送信手段＞
　積み込み情報送信手段１２は、取得した積み込み情報を送信するための電子機器及びプ
ログラムからなる。具体的には、携帯情報端末１０が内蔵する無線通信機能がこの積み込
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み情報送信手段１２に相当し、無線基地局３０及び専用通信回線やインターネット回線等
のデータ通信回線４０を介して、取得した積み込み情報を管理サーバー２０に送信する。
【００２９】
　＜荷下ろし情報取得手段＞
　荷下ろし情報取得手段１３は、土木工事で使用する材料を運搬車両から荷下ろしする際
に、少なくとも、荷下ろし位置及び荷下ろし時刻と、運搬車両を識別するための車両識別
情報とを含む荷下ろし情報を取得するための電子機器及びプログラムからなる。
【００３０】
　荷下ろし位置とは、搬送してきた材料の盛立場や他の仮置き場の位置のことであり、位
置情報を取得する方法には種々の方法がある。荷下ろし位置の取得方法は、積み込み位置
の取得方法とほぼ同様である。また、荷下ろし時刻とは、運搬車両から材料を荷下ろしし
た時刻のことであり、積み込み時刻と同様に、携帯情報端末１０の内部タイマー（時計）
により取得することができる。なお、材料を荷下ろしした時刻とは、材料の荷下ろしが完
了した時刻とすることが好ましい。これにより、運搬履歴管理システムにおいて統一して
時刻管理を行うことができる。運搬車両の識別情報は、上述した通りであるため、説明を
省略する。
【００３１】
　＜荷下ろし情報送信手段＞
　荷下ろし情報送信手段１４は、取得した荷下ろし情報を送信するための電子機器及びプ
ログラムからなる。具体的には、携帯情報端末１０が内蔵する無線通信機能がこの荷下ろ
し情報送信手段１４に相当し、無線基地局３０及び専用通信回線やインターネット回線等
のデータ通信回線４０を介して、取得した荷下ろし情報を管理サーバー２０に送信する。
【００３２】
　＜運搬車両位置情報取得手段＞
　運搬車両位置情報取得手段１５は、運搬車両の位置情報を取得するための電子機器及び
プログラムからなり、積み込み情報取得手段１１及び荷下ろし情報取得手段１３で説明し
た構成により運搬車両の位置情報を取得する。
【００３３】
　＜進出・進入報知手段＞
　進出・進入報知手段１６は、運搬車両が、積み込み区域情報記憶手段２３に記憶した積
み込み区域内から積み込み区域外へ進出する際、または荷下ろし区域情報記憶手段２４に
記憶した荷下ろし区域外から荷下ろし区域内へ進入する際に、その旨を報知するための電
子機器及びプログラムからなる。なお、本実施形態において、積み込み区域情報記憶手段
２３及び荷下ろし区域情報記憶手段２４は、管理サーバー２０で実現する機能手段である
ため、後に詳述する。
【００３４】
　上述したように、運搬車両位置情報取得手段１５の機能により、運搬車両の位置情報を
取得することができ、取得した運搬車両の位置情報と、積み込み区域の位置情報または荷
下ろし区域の位置情報とを比較することにより、運搬車両が積み込み区域内から積み込み
区域外へ進出したこと、あるいは、運搬車両が荷下ろし区域外から荷下ろし区域内へ進入
したことをデータとして識別することができる。そこで、運搬車両の進出データあるいは
進入データに基づいて、運搬車両の進出・進入状態を識別し、その旨の報知を行うことに
より、運搬車両の運転手や管理者に対して、積み込み情報や荷下ろし情報を送信すべきタ
イミングを報知することができる。
【００３５】
　進出または進入の報知は、例えば、携帯情報端末１０の入出力画面に表示を行ったり、
携帯情報端末１０のスピーカから音声を発生したり、携帯情報端末１０の振動装置を振動
させればよい。なお、これらの報知機能のうちのいずれか一つを用いてもよいし、複数の
報知機能を組み合わせてもよい。
【００３６】
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　＜自他工区判断手段＞
　自他工区判断手段１７は、積み込み区域情報記憶手段２３に記憶した積み込み区域の位
置情報に基づき、荷下ろしされた材料の積み込み区域が、管理下にある自工区であるか、
管理下にない他工区であるかを判断するためのプログラムからなる。先に説明したように
、自工区とは、例えば、施工を行っている土木会社等が管理している工区であり、他工区
とは、施工を行っている土木会社等が管理しておらず、他の土木会社等が管理している工
区のことである。
【００３７】
　自他工区判断手段１７における判断では、例えば、積み込み区域情報記憶手段２３に自
工区の積み込み区域の位置情報のみを記憶しておき、搬入された材料に紐付けられた積み
込み区域の位置情報が、積み込み区域情報記憶手段２３に記憶された積み込み区域の位置
情報のうちのいずれかに一致するか否かを判断すればよい。
【００３８】
　＜他工区材料報知手段＞
　他工区材料報知手段１８は、荷下ろしされた材料が他工区で積み込まれたものであると
判断した場合に、その旨を報知するための電子機器及びプログラムからなる。他工区から
搬入された材料である旨の報知は、例えば、携帯情報端末１０の入出力画面に表示を行っ
たり、携帯情報端末１０のスピーカから音声を発生したり、携帯情報端末１０の振動装置
を振動させればよい。なお、これらの報知機能のうちのいずれか一つを用いてもよいし、
複数の報知機能を組み合わせてもよい。
【００３９】
　他工区材料報知手段１８により、他工区材料である旨の報知が行われた場合には、荷下
ろし場所のブルドーザー・オペレータ等が、携帯情報端末１０を操作して他工区材料であ
ることを示すデータを管理サーバー２０に送信すればよい。
【００４０】
　＜情報受信手段＞
　情報受信手段２１は、管理サーバー２０において、携帯情報端末１０から、無線基地局
３０及びデータ通信回線４０を介して送信されてくる各種の情報を受信するための電子機
器及びプログラムからなる。携帯情報端末１０から送信されてくる情報とは、例えば、上
述した積み込み情報や荷下ろし情報のことである。
【００４１】
　＜運搬履歴管理手段＞
　運搬履歴管理手段２２は、携帯情報端末１０から受信した積み込み情報及び荷下ろし情
報に基づき、材料の運搬履歴を管理するためのプログラムからなる。運搬履歴管理手段２
２で管理する運搬履歴は、任意の材料について、その積み込み情報及び荷下ろし情報であ
る。上述したように、積み込み情報は、材料の積み込み位置及び積み込み時刻と、運搬車
両を識別するための車両識別情報とを含んでおり、荷下ろし情報は、材料の荷下ろし位置
及び荷下ろし時刻と、運搬車両を識別するための車両識別情報とを含んでいる。
【００４２】
　運搬履歴管理手段２２では、これらの情報を集計することにより、いわゆる３連伝票（
運転手、積み込み場、荷下ろし場で記入作成する伝票）を自動作成する。また、運搬履歴
管理手段２２では、日運搬土量の集計、運搬サイクルタイムの管理、運搬距離の集計等を
行うことができる。また、盛立場の位置情報または採取地（仮置き場）の位置情報と、材
料の土質データとを紐付けしておくことにより、適切な品質管理を行うことができる。
【００４３】
　＜積み込み区域情報記憶手段＞
　積み込み区域情報記憶手段２３は、材料の積み込み区域の位置情報を記憶するための電
子機器及びプログラムからなる。具体的には、管理サーバー２０の記憶手段（例えば、Ｈ
ＤＤ）を記憶領域として、予め設定した積み込み区域の位置データを、矩形エリアや多角
形エリアとして記憶する。
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【００４４】
　＜荷下ろし区域情報記憶手段＞
　荷下ろし区域情報記憶手段２４は、材料の荷下ろし区域の位置情報を記憶するための電
子機器及びプログラムからなる。具体的には、管理サーバー２０の記憶手段（例えば、Ｈ
ＤＤ）を記憶領域として、予め設定した荷下ろし区域の位置データを、矩形エリアや多角
形エリアとして記憶する。
【００４５】
　＜実施例１＞
　実施例１は、自工区内において、材料の積み込み及び荷下ろしを行う場合の具体例であ
る。図３に示すように、材料の採取地または仮置き場（積み込み場所）として、Ａ、Ｂ、
Ｃの３カ所があり、材料の盛立場または仮置き場（荷下ろし場所）として、Ｄ、Ｅの２カ
所があったとする。
【００４６】
　実施例１では、各積み込み場所Ａ、Ｂ、Ｃの位置情報を矩形エリアや多角形エリアとし
て、管理サーバー２０の積み込み区域情報記憶手段２３及び荷下ろし区域情報記憶手段２
４に記憶しておく。運搬車両（ダンプトラック）が積み込み場所Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかに
進入し、材料の積み込みが終了した時点で、進出・進入報知手段１６の機能により、携帯
情報端末１０から積み込み情報を送信するように、運搬車両の運転手に対して報知を行う
。
【００４７】
　これに先立ち、積み込み情報取得手段１１の機能により、積み込み位置及び積み込み時
刻と、運搬車両を識別するための車両識別情報とを含む積み込み情報を取得する。そして
、運搬車両の運転手が携帯情報端末１０の送信ボタンを操作すると、積み込み情報送信手
段１２の機能により、積み込み情報を管理サーバー２０に送信する。管理サーバー２０で
は、情報受信手段２１の機能により積み込み情報を受信し、運搬履歴管理手段２２の機能
により、積み込み情報を管理する。
【００４８】
　運搬車両（ダンプトラック）が荷下ろし場所Ｄ、Ｅのいずれかに進入し、材料の荷下ろ
しが終了した時点で、進出・進入報知手段１６の機能により、携帯情報端末１０から荷下
ろし情報を送信するように、運搬車両の運転手に対して報知を行う。
【００４９】
　これに先立ち、荷下ろし情報取得手段１３の機能により、荷下ろし位置及び荷下ろし時
刻と、運搬車両を識別するための車両識別情報とを含む荷下ろし情報を取得する。そして
、運搬車両の運転手が携帯情報端末１０の送信ボタンを操作すると、荷下ろし情報送信手
段１４の機能により、荷下ろし情報が管理サーバー２０に送信される。管理サーバー２０
では、情報受信手段２１の機能により荷下ろし情報を受信し、運搬履歴管理手段２２の機
能により、荷下ろし情報を管理する。
【００５０】
　＜実施例２＞
　実施例２は、他工区において材料の積み込みを行い、自工区において材料の荷下ろしを
行う場合の具体例である。図４に示すように、材料の採取地または仮置き場（他工区また
は購入土の積み込み場所）として、Ａ、Ｂ、Ｃの３カ所があり、材料の盛立場または仮置
き場（荷下ろし場所）として、Ｄ、Ｅの２カ所があったとする。
【００５１】
　実施例２では、各積み込み場所Ａ、Ｂ、Ｃは他工区であるため、その位置情報等につい
ては、自工区と同様に管理することができないが、予め材料の搬入が予想される他工区の
位置情報等を設定しておくことは可能である。他工区から搬入された材料であるか否かは
、種々の方法で認識することができるが、例えば、自他工区判断手段１７の機能により、
材料の積み込み場所を判断することができる。なお、自他工区判断手段１７を用いない場
合には、搬送車両（ダンプトラック）に付された識別標識（工区識別票）等に基づいて、
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【００５２】
　そして、材料が積み込まれた運搬車両（ダンプトラック）が荷下ろし場所Ｄ、Ｅのいず
れかに進入し、材料の荷下ろしが終了した時点で、進出・進入報知手段１６の機能により
、携帯情報端末１０から荷下ろし情報を送信するように、ブルドーザーのオペレーターに
対して報知を行う。
【００５３】
　これに先立ち、荷下ろし情報取得手段１３の機能により、荷下ろし位置及び荷下ろし時
刻と、運搬車両を識別するための車両識別情報（実施例２では工区情報）とを含む荷下ろ
し情報を取得する。そして、ブルドーザーのオペレーターが携帯情報端末１０の送信ボタ
ンを操作すると、荷下ろし情報送信手段１４の機能により、荷下ろし情報が管理サーバー
２０に送信される。管理サーバー２０では、情報受信手段２１の機能により荷下ろし情報
を受信し、運搬履歴管理手段２２の機能により、荷下ろし情報を管理する。
【００５４】
　＜その他の管理項目＞
　本発明の材料運搬履歴管理システム１００では、上述した管理項目に加えて他の管理項
目について管理してもよい。例えば、搬送車両の経由地における位置情報、荷下ろし情報
、積み込み情報や、各搬送車両の走行距離、各搬送車両のリアルタイムな走行位置等を管
理項目とすることができる。
【００５５】
　また、作成して出力する伝票は、上述したものに加えて他の種類の伝票とすることがで
きる。例えば、３連伝票は、１日単位、１週間単位、１ヶ月単位等、所望の期間について
作成して出力することができる。また、自工区における各車両の走行履歴管理機能、運搬
サイクルの集計機能、運搬量集計機能、運搬距離集計機能等を付加してもよい。
【符号の説明】
【００５６】
　１０　携帯情報端末
　１１　積み込み情報取得手段
　１２　積み込み情報送信手段
　１３　荷下ろし情報取得手段
　１４　荷下ろし情報送信手段
　１５　運搬車両位置情報取得手段
　１６　進出・進入報知手段
　１７　自他工区判断手段
　１８　他工区材料報知手段
　２０　管理サーバー
　２１　情報受信手段
　２２　運搬履歴管理手段
　２３　積み込み区域情報記憶手段
　２４　荷下ろし区域情報記憶手段
　３０　無線基地局
　４０　データ通信回線
　１００　材料運搬履歴管理システム
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